


	令和８年度　木造住宅新築事業　補助金
　申請書・実績報告書等の作成にあたっての補足説明資料



＜交付申請時＞
〇申請者（補助対象者）は建築主。

〇対象となる事業
・別表（第３条関係）に記載。不明なものは必ず事前に相談すること。

〇様式第３号　確約書
・申請者（建築主）の押印が必要。
・市外に住民票のある者は、住所移転後に、新しい住民票の原本を真庭地区木材組合まで提出すること。

〇市税の納税（完納）証明書
・真庭市が実施する事業について市税の納税（完納）証明書を必要としている。
・真庭市外に居住する申請者も、真庭市が発行する納税（完納）証明を取得すること。

〇建築確認済証または建築工事届
・交付日が３月３１日以前でも可能。県補助金も同様。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜実績報告時、請求時＞
・実績報告書等は、遅くとも令和９年２月２６日（金）までに提出すること。
（請求書は３月１１日（木）までに。）

〇様式第８号の別紙１　事業実績書のうち「２　事業収支精算書」
・合計は、契約書の「建築工事費（税込み）」を記入すること
・その他補助金は、国県補助金などがあれば、その事業名を記入すること。
（例：おかやまの木で家づくり支援事業など）

〇様式第８号の添付書類
・確認写真の撮影方法（納材時、上棟時、太陽光パネル設置時）はＨＰに掲載。
・納材業者が入る場合は、確認写真の撮影者がわかるようにしておくこと。

〇様式第９号　真庭産材納材使用報告書
・確認者（県産材サポーター）の印が必要。

〇様式第９号の別紙２　真庭産材納材実績書
・製材業者または納材業者　　会社（代表者）印が必要。
・内訳欄に「別紙参照」と記入し、見積明細書を添付しても可とする。
・納材業者が入る場合は、納品伝票などで、製材業者→納材業者→建築業者　の流れがわかるようにしておくこと。
・主要構造部材は概要説明チラシの「用語の説明」に記載しており、確認しておくこと。

〇様式第９号　納品伝票の写しとなるもの（次のどれか）を添付
・会社印のある納品伝票の写し
・会社印のある請求書＋請求明細書　の写し
・製材業者または納材業者が作成した木材リストに、「建築業者の△△が〇月〇日に現地で納材を確認した」ことを記載して会社印があればＯＫとする。

〇様式第１２号　請求書・・・中段に「令和　　年　　月　　日付け、真地区木第　　－　　　　号で確定のあった」には、確定通知書の番号を必ず記入すること。
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